














○鳥取市自然保護及び環境保全条例(抜粋)
昭和47年10月13日
鳥取市条例第29号
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第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で快適な生活を営むため、自然の保護と生活環境の保全
に関し必要な事項を定め、市、市民及び事業者が協力し、一体となって現在及び将来に

おける良好な環境の確保に努め、自然に恵まれたうるおいあるまちづくりに寄与するこ

とを目的とする。

(市の責務)
第2条 市は、自然の保護と生活環境の保全について良好な環境を確保するための総合的
な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の責務)
第3条 市民は、常に自然を愛し、日常生活を緑にみちたうるおいのあるものにし、自然
及び生活環境を損なうことのないよう進んでその整備に努めるとともに、市が実施する

良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第3章 自然の保護

(保護地区及び保存樹木等の指定等)
第13条 市長は、特に良好な自然環境を保護する必要があると認めるときは、次に掲げる
区分により保護すべき地区等(以下「保護地区」という。)を指定することができる。
(1) 自然緑地保護地区 原生林及び自然を残すために必要な地区
(2) 景観保護地区 景勝地等市域内に自然風物を残すために保護することが必要な地
区

(3) 動植物保護地区 野生動物の生息地又は野生植物の生育地であって、これらの保護
又は繁殖を図るため必要な動植物とその地区

（改正案）



2 市長は、良好な自然環境の確保及び地域の美観風致を維持するため保存することを必
要と認める樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)
として指定することができる。

3 市長は、前2項の指定をしようとするときは、あらかじめその権利者等の意見を徴し、
鳥取市環境審議会の意見を聴かなければならない。また、当該保護地区及び保存樹木等

の指定を変更し、又は解除しようとするときも同様とする。

4 第9条第3項の規定は、前3項に掲げる指定、変更又は解除について準用する。
(1項…一部改正〔平成12年条例8号〕、3項…一部改正〔平成22年条例40号〕)

(保護地区及び保存樹木等の保全)
第14条 市長は、指定した保護地区及び保存樹木等の保全について必要と認めるときは、
適切な保全措置を講じるものとする。

2 指定された保護地区及び保存樹木等の権利者等は、その土地、樹木及び動植物を常に
良好な状態の保全に留意しなければならない。

3 市長は、指定した保護地区及び保存樹木等の保全のため、自然保護協力員をおくこと
ができる。

(保護地区の行為の制限)
第15条 何人も自然緑地保護地区及び景観保護地区において現状を破壊し、又は樹木のき
損、伐採等その自然を損なう行為をしてはならない。

2 何人も動植物保護地区において、保護動植物の捕獲、採取、き損又はその卵を採取し
てはならない。

3 この条の制限行為で市長の許可を得たものは、この限りでない。
4 次に掲げる行為については、前3項の規定は適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で保護地区における自然環境の保全に支障を及ぼ
すおそれがないもの

(3) その規模が規則で定める基準を超えない建築物その他の工作物の新増改築
(3項…一部改正〔平成12年条例8号〕) 

（指定の解除）

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除するも
のとする。

（1） 保存樹木等に損傷、滅失、その他重大な異変が発生したとき。

（2） 所有者等から指定解除の申し出があったとき。

（3） その他公益上特に必要があると認めるとき。

2 前項の指定を解除したときは、速やかに所有者等に通知しなければならない。


